
４
．『
著
作
財
産
権
及
び
人
格
権
侵
害
と
訴
訟
物
並
び
に
名
誉
感
情
の
保
護
』

パ
ロ
デ
ィ
事
件
（
第
２
次
）（ 

Ｓ
６
１.

０
５.

３
０
）

一
　
一
個
の
行
為
に
よ
り
同
一
著
作
物
に
つ
い
て
の
著
作
財
産
権
と
著
作
者
人
格
権
と
が
侵
害

さ
れ
た
こ
と
を
理
由
と
す
る
著
作
財
産
権
に
基
づ
く
慰
藉ｿ

請
求
と
著
作
者
人
格
権
に
基
づ
く

慰
藉
料
請
求
と
は
、
訴
訟
物
を
異
に
す
る
別
個
の
請
求
で
あ
る
。

二
　
旧
著
作
権
法
（
明
治
三
二
年
法
律
第
三
九
号
）
三
六
条
ノ
二
所
定
の
著
作
者
の
声
望
名
誉

と
は
、
著
作
者
が
そ
の
品
性
、
徳
行
、
名
声
、
信
用
等
の
人
格
的
価
値
に
つ
い
て
社
会
か
ら
受

け
る
客
観
的
な
評
価
を
指
し
、
名
誉
感
情
を
含
ま
な
い
。

判
旨
…
複
製
権
を
内
容
と
す
る
著
作
財
産
権
と
公
表
権
、
氏
名
表
示
権
及
び
同
一
性
保
持
権
を
内
容
と
す

る
著
作
者
人
格
権
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
保
護
法
益
を
異
に
し
、
ま
た
、
著
作
財
産
権
に
は
譲
渡
性
及
び
相
続

性
が
認
め
ら
れ
、
保
護
期
間
が
定
め
ら
れ
て
い
る
が
（
旧
著
作
権
法
（
昭
和
四
五
年
法
律
第
四
八
号
に
よ

る
改
正
前
の
も
の
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
二
条
な
い
し
一
〇
条
、
二
三
条
等
）
、
著
作
者
人
格
権
に
は

譲
渡
性
及
び
相
続
性
が
な
く
、
保
護
期
間
の
定
め
が
な
い
な
ど
、
両
者
は
、
法
的
保
護
の
態
様
を
異
に
し

て
い
る
。
し
た
が
つ
て
、
当
該
著
作
物
に
対
す
る
同
一
の
行
為
に
よ
り
著
作
財
産
権
と
著
作
者
人
格
権
と

が
侵
害
さ
れ
た
場
合
で
あ
つ
て
も
、
著
作
財
産
権
侵
害
に
よ
る
精
神
的
損
害
と
著
作
者
人
格
権
侵
害
に
よ

る
精
神
的
損
害
と
は
両
立
し
う
る
も
の
で
あ
つ
て
、
両
者
の
賠
償
を
訴
訟
上
併
せ
て
請
求
す
る
と
き
は
、

訴
訟
物
を
異
に
す
る
二
個
の
請
求
が
併
合
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
被
侵
害
利
益
の
相
違
に
従
い

著
作
財
産
権
侵
害
に
基
づ
く
慰
謝
料
額
と
著
作
者
人
格
権
侵
害
に
基
づ
く
慰
謝
料
額
と
を
そ
れ
ぞ
れ
特
定

し
て
請
求
す
べ
き
で
あ
る
。

　
　
法
三
六
条
ノ
二
は
、
著
作
者
人
格
権
の
侵
害
を
な
し
た
者
に
対
し
て
、
著
作
者
の
声
望
名
誉
を
回
復

す
る
に
適
当
な
る
処
分
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
規
定
す
る
が
、
右
規
定
に
い
う
著
作
者
の
声
望
名

誉
と
は
、
著
作
者
が
そ
の
品
性
、
徳
行
、
名
声
、
信
用
等
の
人
格
的
価
値
に
つ
い
て
社
会
か
ら
受
け
る
客

観
的
な
評
価
、
す
な
わ
ち
社
会
的
声
望
名
誉
を
指
す
も
の
で
あ
つ
て
、
人
が
自
己
自
身
の
人
格
的
価
値
に

つ
い
て
有
す
る
主
観
的
な
評
価
、
す
な
わ
ち
名
誉
感
情
は
含
ま
れ
な
い
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
（
最
高

裁
昭
和
四
三
年
（
オ
）
第
一
三
五
七
号
同
四
五
年
一
二
月
一
八
日
第
二
小
法
廷
判
決
・
民
集
二
四
巻
一
三

号
二
一
五
一
頁
参
照
）。
こ
れ
を
本
件
に
つ
い
て
み
る
と
、
原
審
の
適
法
に
確
定
し
た
事
実
関
係
中
に
は
、

上
告
人
の
被
上
告
人
に
対
す
る
本
件
著
作
者
人
格
権
侵
害
行
為
に
よ
り
、
被
上
告
人
の
社
会
的
声
望
名
誉

が
毀
損
さ
れ
た
事
実
が
存
し
な
い
の
み
な
ら
ず
、
右
事
実
関
係
か
ら
被
上
告
人
の
社
会
的
声
望
名
誉
が
毀

損
さ
れ
た
事
実
を
推
認
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


